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新規・拡充事業

①事 業 名 公立小中学校施設の耐震化

②主管課及び （主管課）初等中等教育局施設助成課（課長：桒原 靖）
関係課
（課長名）

③上位施策目標 施策目標２－３ 信頼される学校づくり

達成目標２－３－７ 昭和 年度（新耐震設計法の施行）以前に建築された公立小56
中学校建物（総棟数８７，５８７棟）について、地方公共団体
における耐震診断等の実施を促し、公立学校施設の老朽化・耐
震化対策を重点的に推進する。

施策目標２－４ 快適で豊かな文教施設・設備の整備

達成目標２－４－１ 昭和 年度（新耐震設計法の施行）以前に建築された公立小56
中学校建（総棟数８７，５８７棟）物について、地方公共団体
における耐震診断等の実施を促すことにより、公立小中学校施
設の老朽化・耐震化対策を重点的に推進する。

④事業の概要 公立学校施設の耐震化を適切に推進するため、地方公共団体が行う耐震補強、改築等
の計画事業量に対応できる公立学校施設整備費を確保する。

⑤予算額及び 平成 年度概算要求額： 百万円（うち、文部科学省計上分 百万円）16 144,748 130,976
（ （ 、 ））事業開始年度 平成 年度予 算 額： 百万円 うち 文部科学省計上分 百万円15 114,902 107,739
事業開始年度：昭和 年33

⑥必 要 性 公立学校施設は児童生徒の学習の場であると同時に、児童生徒及び教職員が一日の大
半を過ごす生活の場でもあり、さらに、非常災害時には地域住民の応急避難場所として
の役割をも果たすものである。
そのような公立学校施設は、安全で安心できるものであることが必要であり、その耐

震性能の確保は大変重要である。しかしながら、公立小中学校の建物のうち、耐震性を
確保しているのは半数に満たない。
したがって、公立学校施設の耐震性能を把握し、必要なものについて耐震補強や改築

を行いその耐震性を確保することは喫緊の課題である。

⑦効率性 本事業の予算規模は 百万円であるが、本事業を実施し、公立学校施設の耐震144,748
化を図ることで得られると思われる児童生徒・教職員の身体の安全と地域住民の適切な
緊急避難場所の確保等といった効果を考えると、本事業は効率的に実施されている。

⑧ 達成効果の把 毎年、公立学校施設の耐震化率については、地方公共団体を通じて調査を行い、状況
有 握の仕方 を把握している。
（ ）効 検証の手順

性
得ようとする 同上（耐震化率）
効果の達成見
込みの判断根
（ ）拠 判断基準

⑨公平性、優先 （公平性）公立学校施設整備においては、地方公共団体が行う新増築、改築、大規模改
性 造・耐震補強の各事業について、国が一定割合を補助している。

（優先性）学校教育を円滑に実施する上で、児童生徒等の安全を確保するため、学校施
設の耐震化を推進することは、優先度の非常に高いものである。

⑩得ようとする 公立学校施設の耐震補強・改築を着実に実施し、耐震化を 達成年度
効果及び達成 一層推進することにより、児童生徒や教職員、地域住民が安
年度 心して公立学校施設を利用できるよう、その安全性を確保す 平成 年度20

ること。

⑪備 考 ※政策群対象事業【緑豊かで安全・快適で活力に満ちた都市の再生】
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学校教育の基盤としての施設の安全性の確保

平成16年度要求額（案）144,748百万円（114,902百万円）

全小中学校建物（約13万棟）
のうち、耐震性のあるのは半数
に満たない（46.6％）！

しかし、
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